
受動喫煙とは、他人の喫煙により発生した
たばこの煙にさらされることをいいます。

タール
（粒子成分の総称）

1.2～10.1倍※

一酸化炭素
3.4～21.4倍※

ニコチン
2.8～19.6倍※

※主流煙と比較した副流煙の有害物質含有量

たばこの煙に含まれる主な有害物質
( 喫煙者が吸い込む主流煙を1とした場合 )

札幌市たばこ対策
推進マスコット
キャラクター
スーナ

5月31日は世界禁煙デー5月31日～6月6日は禁煙週間です

さっぽろ市
04-F08-24-1038
R06-4-124

仕事や家事・子育てで忙しい働く世代の健康づくりでは、毎日の行動の中で自然

と健康づくりに取り組める環境をつくることが、行動を継続するうえで大切です。

札幌市では、職場を通じてのアプローチも効果的であると考え、階段の利用や

座りっぱなしを避けること、野菜摂取や検診受診の推奨、受動喫煙防止など、

事業所内に掲示できるポスターやステッカーを職場の健康づくりに活用いただける

ように作成し、ホームページなどでご案内しています。事業所内での健康づくりの

取組にぜひご活用ください。

コラム

職場における健康づくりの支援ツールを提供

札幌市では、居心地が良く歩きたくなるまち「ウォーカブルシティ」を形成する

ことで市民の健康増進や賑わいの創出などを目指し、「都心」「地域交流拠点」

「住宅市街地」それぞれの特性を生かした空間の整備を進めることとしています。

宮の沢地区では、地域のみなさんと一緒に「宮の沢未来ビジョン」を作成し、夏冬

それぞれの公共的空間活用について目指す姿を可視化し、官民が連携して実現に

向けて取り組んでいます。

コラム

ウォーカブルシティの推進

健康づくりに取り組む基盤として、市民を取り巻く環境が起因となる健康被害を防止し、

安全・安心に生活できるための環境整備に取り組んでいます。

● 健康な生活を守る環境づくり

取組・事業名

医療安全相談窓口の運営 既存の医療安全相談窓口を充実し、医療安全に関する市民への情報提供や相談機

能、普及啓発を強化します。

【保）保健所医務薬事課】

薬物乱用防止の推進 薬物の危険性や乱用の防止等に関して市民に向けた啓発を行います。市独自の事業

のほか、関係団体とも連携し、広範に普及啓発を行います。

【保）保健所医務薬事課】

安全・安心な食のまち・さっぽろ推進事業 食品衛生法等に基づく「規制」による食の安全確保はもとより、事業者の自主的な衛

生管理の推進や、市民及び事業者間の相互理解の促進を図ります。

【保】保健所食の安全推進課】

概　要

都心部の広場活用事例（北3条広場） 宮の沢未来ビジョン（ちえりあ前広場）
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<ライフステージごとの健康行動～健康要素別の整理>

◎市民の皆様に取り組んでいただきたいことをライフステージごとに記載しています。

参考としていただき健康づくりに取り組みましょう。

コラム

食の安全・安心に関する情報発信

健康の基盤となる安全・安心な食生活を送るためには、食品関係事業者による

食の安全の確保だけではなく、市民の皆様一人ひとりが食の安全に関する知識や

理解を深めていただく必要があります。

札幌市では、食品衛生関係の情報誌（キッチンメール）を定期的に発行し、SNSや

窓口等において情報発信するなど、食の安全・安心に関する情報を分かりやすく

紹介しています。

また、適切な手洗いを幼少期から習慣づけてもらうため、幼児から小学校低学年

向けの札幌市オリジナル曲「しろくま忍者の手あらいソング」や、オリジナルキャラ

クターの「しろくま忍者」の着ぐるみ等を活用した「手洗い教室」を保育所等と連携

して実施するなど、正しい手洗い方法の普及啓発を行っています。

毎日朝食を食べる。
主食・主菜・副菜をそろえて適正量を摂取する。

1日3回野菜を食べる。よく噛んで食べる。

適正体重を維持する

うす味に慣れる 食塩を控える

必要な食事量を知り、必要量（適正量）を摂取する

運動習慣を身につける

座りっぱなしの時間、
特にスクリーンタイムを減らす

睡眠時間を
確保する

（小学生参考：
9～12時間）

睡眠時間を
確保する

（中～高校生参考：
8～10時間）

適度な長さで休養感
のある睡眠をとる
寝床に8時間以上

とどまらない

６時間以上を目安として睡眠時間を確保する

悩み事は一人で抱え込まずに相談する

飲酒はしない

飲酒が及ぼす影響について学ぶ

（妊婦）妊娠中は飲酒しない

喫煙はしない

受動喫煙させない

たばこの害について学ぶ COPD（慢性閉塞性肺疾患）について知る

かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診を受ける

むし歯予防のためにフッ化物を積極的に利用する(フッ化物塗布、フッ化物洗口、フッ化物入り歯みがき剤)

歯周病予防のため、定期的な歯石除去や歯間部清掃用具(歯間ブラシ・デンタルフロス)を利用する

歯周疾患検診を受ける

オーラルフレイル（口腔の虚弱）について知る

乳幼児健診を受ける

早寝早起きの習慣をつける

麻しん・風しんなどの予防接種を受ける 地域や職場で連携して健康づくりに取り組む

薬について正しい知識を得る

日常的に健康づくりや
社会参加をする

（妊婦）妊婦健診を受ける

自分の健康に関心を持ち、健康的な生活習慣や運動習慣について学び実践する

定期的に健診を受け、自分の健康状態を確認する 定期的に特定健診・がん検診・保健指導を受ける

女性は20歳以降は子宮がん検診を、40歳以降は乳がん検診を受ける

後期高齢者
歯科健診を受ける

妊産婦や20歳未満に飲酒を勧めない

適量飲酒を心がけ、休肝日をつくる

ロコモティブシンドロームについて正しく知る

座りっぱなしの時間が長くなりすぎないようにする

いつもより10分多く歩くなど、今よりも少しでも多く身体を動かす

介護予防・フレイル予防について知り、
身体を動かすことで筋力を維持する

意識して
たんぱく質をとる

乳幼児期(0～5歳)

ライフ
ステージ

健康要素

栄養・
食生活

身体活動・
運動

休養

飲酒

喫煙

歯・口腔

健康行動

学童期(6～12歳)

正しい生活習慣を身につけ、
命の大切さを学ぼう

健康づくりの大切さ
を知り、生活習慣

を見直そう

運動や休養を上手に
取り入れ生活習慣病

を予防しよう

社会とつながりを持ち、

年齢にあった健康
づくりに取り組もう

次世代 働く世代 高齢世代

思春期(13～19歳) 20～30歳代 40～64歳 65歳以上

（札幌市）市民の取組をライフコースアプローチ、ヘルスプロモーションの視点をもって促進・支援する

生涯学習やボランティア、地域活動に積極的に取り組む等、人との関わりを大切にする

キッチンメール しろくま忍者 しろくま忍者の手あらいソング
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